


◇
前
回
の
説
明
会
を
受
け
て

６
月
２
日(

木)

組
合
事
務
室
に
て
、

支
部
・
評
議
会
役
員
を
加
え
た
『
定
年

延
長
に
係
る
当
局
案
の
提
示
』
に
関
す

る
第
２
回
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

前
回
の
『
ふ
な
み
ち
』
を
受
け
て
、

組
合
事
務
室
や
各
支
部
・
評
議
会
に
質

問
が
寄
せ
ら
れ
、
個
別
に
確
認
を
行
い
、

新
た
に
疑
問
点
や
改
善
の
意
見
な
ど
を

交
換
し
ま
し
た
。

◇
退
職
金
の
受
取
時
期
が
先
延

ば
し
に
な
る
こ
と
の
問
題
点

定
年
引
上
げ
後
、
60
歳
の
時
点
で
は

退
職
手
当
は
支
給
さ
れ
ず
、
引
上
げ
後

の
定
年
退
職
の
時
点
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

60
歳
以
降
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
制
度
を
選
択
す
る
場
合
は
、
そ
の

時
点
で
退
職
す
る
扱
い
に
な
る
た
め
、

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
な

る
際
に
、
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

な
お
60
歳
到
達
以
降
は
、
自
己
都
合

で
退
職
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
定
年

退
職
扱
い
の
支
給
率
に
よ
り
退
職
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
、
結
婚
・
出
産
年
齢
が
引

き
上
が
っ
て
お
り
、
親
が
60
歳
時
に
子

供
は
大
学
生
と
い
う
家
庭
も
あ
り
ま
す
。

現
段
階
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
前
借

り
制
度
な
ど
は
な
い
た
め
、
教
育
費
や

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
返
済
計
画
な
ど
も

含
め
た
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
大
幅
変
更
と

な
り
、
か
つ
返
済
延
長
に
係
る
利
息
増

加
な
ど
は
予
定
外
の
出
費
と
な
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
の
救
済
措
置
を

望
む
声
も
出
て
い
ま
す
。

◇
高
齢
者
部
分
休
業
職
員
と
は

60
歳
以
降
の
働
き
方
と
し
て
、
船
橋

市
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
『
高
齢
者
部
分

休
業
制
度
』
と
呼
ば
れ
る
働
き
方
が
あ

り
ま
す
。

総
務
省
の
出
し
た
定
年
引
上
げ
の
実

施
に
向
け
た
質
疑
応
答
（
第
４
版
）
の

記
載
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

★
Ｑ

高
齢
者
部
分
休
業
職
員
、
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
暫
定
再

任
用
職
員
の
給
料
、
手
当
に
差
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

☆
Ａ

高
齢
者
部
分
休
業
制
度
は
、
フ

ル
タ
イ
ム
の
常
勤
の
職
員
と
同
様
の
職

務
に
就
い
た
ま
ま
、
そ
の
勤
務
時
間
の

一
部
を
勤
務
し
な
い
こ
と
を
可
能
と
す

る
制
度
で
あ
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
へ
の
復

帰
も
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
制
度
は
、
定
年
引
上
げ
前
の
再
任

用
制
度
と
同
様
、
職
員
が
一
度
退
職
し
、

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た
上
で
、
フ
ル

タ
イ
ム
の
常
勤
と
は
異
な
る
新
た
な
短

時
間
勤
務
の
職
に
再
任
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
定
年
引
上
げ
前
の
再
任
用
制

度
を
基
本
と
し
た
取
り
扱
い
と
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
暫
定
再
任
用
職
員
制
度
に
つ

い
て
は
、
定
年
引
上
げ
に
伴
い
、
定
年

引
上
げ
前
の
再
任
用
制
度
を
廃
止
す
る

に
あ
た
っ
て
の
経
過
措
置
で
あ
る
た
め
、

定
年
引
上
げ
前
の
再
任
用
制
度
を
基
本

と
し
た
取
扱
い
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
部
分

休
業
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
給
料
及

び
手
当
に
差
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

（
な
お
、
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
給
料
及
び
手
当
に
つ
い
て
は
、
定

年
前
再
任
用
短
時
間
職
員
の
も
の
と
基

本
的
に
は
同
じ
に
な
る
。
）

な
お
、
今
回
設
け
ら
れ
る
職
員
へ
の

情
報
提
供
・
勤
務
意
思
確
認
制
度
の
中

で
、
60
歳
以
降
に
勤
務
す
る
前
の
段
階

に
お
い
て
、
待
遇
面
も
含
め
た
諸
制
度

の
情
報
を
職
員
が
十
分
認
識
し
た
う
え

で
、
退
職
せ
ず
に
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を

続
け
る
か
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

と
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
と
あ
り
ま
す
。

現
段
階
で
は
高
齢
者
部
分
休
業
の
条

例
化
を
当
局
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で

す
が
、
介
護
等
だ
け
で
な
く
、
家
庭
状

況
、
健
康
状
態
な
ど
も
含
め
て
、
定
年

延
長
の
主
旨
で
あ
る
60
歳
前
後
の
職
員

の
知
識
経
験
等
を
十
分
に
い
か
す
た
め

に
制
度
を
整
備
し
、
選
択
肢
を
増
や
す

こ
と
は
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

◇
定
年
延
長
の
再
延
長

年
金
制
度
の
変
更
に
よ
り
、
60
歳
定

年
の
ま
ま
で
は
無
収
入
の
期
間
が
生
じ

る
こ
と
か
ら
、
雇
用
と
年
金
の
接
続
を

図
る
目
的
で
、
定
年
の
引
上
げ
に
よ
る

雇
用
確
保
だ
と
す
れ
ば
、
今
後
年
金
支

給
開
始
年
齢
が
改
め
て
繰
り
延
べ
さ
れ

れ
ば
、
更
な
る
定
年
延
長
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
「
生
涯
現
役
」
で
働
か
せ
続
け

る
の
で
あ
れ
ば
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

収
入
を
確
保
す
る
制
度
で
あ
る
べ
き
で

す
。疑

問
や
ご
意

見
な
ど
組
合
ま

で
声
を
寄
せ
て

下
さ
い
。

共
に
改
善
に

取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。

ふなみち第３５６２号 ２０２２年６月９日（火）（２）

定年延長と職場のパワハラに関するアンケートを近日実施予定 リアルな声を聞かせてください！！

令和４年５月２９日(日)船橋市総合体育館におい
て、市民卓球大会個人戦が開催されました。
コロナ禍のなか３年ぶりに開

催され、３４４名が参加したこ
の大会で、一般男子の部に出場
した井本選手(資産税課)と大関
選手（生活支援課)はそれぞれ
３位に入賞しました。
また、女子６０歳以上の部に

出場した小川選手（緑台保育園）
は準優勝になりました。

今年度の「同好会運営費一部助成」の手続きを行っ
ています。後日中央執行委員会で確認・認定をしま
す。◇申請締切：６月３０日(木）17：15まで
必要書類など問合せは組合事務室まで℡436-3093


